
【問１】ご回答者様のご連絡先などのご記入をお願いします。

【問２】貴社の従業員数及び従業員のうちの運転者数、営業用車両の車両数を教えてください。

【問３】貴社が主に運行しているエリアを教えてください。

（例：○○町の全域、■■市内のうち△△地区、□□地区　など）

【問４】貴社において、タクシー事業の他に行っている輸送サービス事業を教えてください。
 ※該当する□の欄に○をご記入ください。（複数回答可）

１ 路線バス事業  ５ 企業、店舗、病院から委託を受けた送迎事業

２ コミュニティバス事業  ６ タクシー事業のほかは行っていない

３ 貸切バス事業  ７ その他　⇒ その他の内容を以下の欄にご記入ください。

４ スクールバス事業

【問５】タクシー事業を継続するための課題について教えてください。

（１）営業することが難しい時間帯はありますか。ある場合は、その時間帯について、要因も含めてご記入ください。

（例：運転手が高齢になっており夜間の営業をやめているため、●時～●時の間は、配車依頼を断っている。

　　　 　予約依頼があっても、運転手不足のため、早朝の■時～■時の間は運転手が確保できないことから、依頼を断っている。　など）

（２）貴社の交通圏内で営業が難しい地域はありますか。ある場合は、その地域について、要因も含めてご記入ください。

（例：交通圏内でも、○○地区は自社の営業所から遠く、配車に時間がかかるためサービス提供が難しい。　など）

（３）そのほか、事業を継続するに当たっての課題があればご記入ください。

（例：従業員や運転手の高齢化などにより営業時間を短縮せざるを得ない状況になりそう。運転手を募集しても応募がない。　など）

【問６】令和５年９月の運賃改定は、タクシー事業の運営に影響はありましたか。

（例：売上が増えたことにより、運転手の給与が上昇し、運転手の採用にもつながっている。　など）

　ご回答送付先のFAX番号：088-621-2832（徳島県次世代交通課）

タクシーサービスに関するアンケート調査票 （ 1枚目 / 2枚中 ）【法人タクシー事業者様】

①事業者名 ②主たる営業所の住所

③ご担当者のお名前 ④電話番号

④営業時間・定休日

⑤営業時間中の

稼働車両数

①従業員数
②従業員のうち運転者数

（常勤 / ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ）

③営業用車両の

車両数

ーーー 次のページにアンケートの続きがありますので、ご協力をお願いします。 ーーー

(常勤) (パートタイム)

人 人

(その他の内容)

(回答欄)

(回答欄)

(回答欄)

(始業時間～終業時間) (定休日)

朝 (6時～10時)

台

日中 (10時～17時)

台

夜 (17時～22時)

台

深夜 (22時～6時)

台

(回答欄)

(回答欄)
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【問７】運転手の確保など、タクシーサービスを充実していくために取り組むべきことや取り組みたいことはありますか。

（例：運転手を確保するための採用活動の強化、配車の効率化、デマンド交通などの新たなサービスの展開　など）

【問８】地域住民や観光客の方などの移動支援、移動手段の確保に関してのご意見をご自由にご記入ください。

（地域での移動支援や移動手段の確保について、タクシー事業者様としての関わり方などのアイデア・ご意見など）

【問９】令和５年10月から順次行われているタクシー事業に関する規制緩和について教えてください。

　※規制緩和の内容は、「参考資料１」をご参照ください。

（１）規制緩和の内容についてどのような期待をしていますか、期待する内容についてご記入ください。

（２）規制緩和の内容を活用した取組を行っている、または、行う予定はありますか。行っている、または予定がある

　　　場合は、その内容についてご記入ください。

【問10】令和５年12月20日に国のデジタル行財政改革会議から「タクシー・バス等のドライバーの確保、地域の自家用車・

　　ドライバーの活用」として、ドライバーになり易くする制度改正や地域の自家用車や、一般ドライバーを活かしたライド

　　シェア制度の創設、自家用有償旅客運送制度の改善などの今後の取組の方向性の案が発表されましたが、この内

　　容についてのご意見をご自由にご記入ください。

 　※発表の内容等は、「参考資料２－１」、「参考資料２－２」をご参照ください。

 【F A X】 次のＦＡＸ番号あてにご送信をお願いします。

　　　　０８８－６２１－２８３２ （徳島県次世代交通課のＦＡＸ番号）

 【郵 送】 次の宛先にご送付をお願いします。

　　　　〒770－8570　徳島市万代町１－１　徳島県次世代交通課　山田あて

 【メール】 次のメールアドレスあてにご送信をお願いします。

　　　　jisedaikoutsuuka@pref.tokushima.jp（徳島県次世代交通課のメールアドレス）

タクシーサービスに関するアンケート調査票 （ 2枚目 / 2枚中 ）【法人タクシー事業者様】

恐れ入りますが、アンケート調査票（2枚）を以下のいずれかの方法により、ご返送いただけたら幸いです。

ーーー アンケートは以上です。ご協力いただき、誠にありがとうございました。ーーー

回答の期限：令和６年１月１８日（木）まで

(回答欄)

(回答欄)

(回答欄)

(回答欄)

(回答欄)



【問１】ご回答者様のご連絡先などのご記入をお願いします。

【問２】貴社の従業員数及び従業員のうちの運転者数、営業用車両の車両数を教えてください。

【問３】貴社が主に運行しているエリアを教えてください。

（例：○○町の全域、■■市内のうち△△地区、□□地区　など）

【問４】貴社において、タクシー事業の他に行っている輸送サービス事業を教えてください。
 ※該当する□の欄に○をご記入ください。（複数回答可）

１ 路線バス事業  ５ 企業、店舗、病院から委託を受けた送迎事業

２ コミュニティバス事業  ６ タクシー事業のほかは行っていない

３ 貸切バス事業  ７ その他　⇒ その他の内容を以下の欄にご記入ください。

４ スクールバス事業

【問５】タクシー事業を継続するための課題について教えてください。

（１）営業することが難しい時間帯はありますか。ある場合は、その時間帯について、要因も含めてご記入ください。

（例：夜間の営業は負担が大きく、●時以降は配車依頼を断っている。　など）

（２）貴社の交通圏内で営業が難しい地域はありますか。ある場合は、その地域について、要因も含めてご記入ください。

（例：交通圏内でも、○○地区は自社の営業所から遠く、配車に時間がかかるためサービス提供が難しい。　など）

（３）そのほか、事業を継続するに当たっての課題があればご記入ください。

（例：従業員の高齢化などにより営業時間を短縮せざるを得ない状況になりそう。　など）

【問６】令和５年９月の運賃改定は、タクシー事業の運営に影響はありましたか。

（例：売上が増えたことにより、従業員、運転手の給与が上昇した。　など）

ーーー 次のページにアンケートの続きがありますので、ご協力をお願いします。 ーーー

⑤営業時間中の

稼働車両数

①従業員数
②従業員のうち運転者数

（常勤 / ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ）

③営業用車両の

車両数

　ご回答送付先のFAX番号：088-621-2832（徳島県次世代交通課）

タクシーサービスに関するアンケート調査票 （ 1枚目 / 2枚中 ）【個人タクシー事業者様】

①事業者名 ②主たる営業所の住所

③ご担当者のお名前 ④電話番号

④営業時間・定休日

(常勤) (パートタイム)

人 人

(その他の内容)

(回答欄)

(回答欄)

(回答欄)

(始業時間～終業時間) (定休日)

朝 (6時～10時)

台

日中 (10時～17時)

台

夜 (17時～22時)

台

深夜 (22時～6時)

台

(回答欄)

(回答欄)



【問７】運転手の確保など、タクシーサービスを充実していくために取り組むべきことや取り組みたいことはありますか。

（例：配車の効率化、デマンド交通などの新たなサービスの展開　など）

【問８】地域住民や観光客の方などの移動支援、移動手段の確保に関してのご意見をご自由にご記入ください。

（地域での移動支援や移動手段の確保について、タクシー事業者様としての関わり方などのアイデア・ご意見など）

【問９】令和５年10月から順次行われているタクシー事業に関する規制緩和について教えてください。

　※規制緩和の内容は、「参考資料１」をご参照ください。

（１）規制緩和の内容についてどのような期待をしていますか、期待する内容についてご記入ください。

（２）規制緩和の内容を活用した取組を行っている、または、行う予定はありますか。行っている、または予定がある

　　　場合は、その内容についてご記入ください。

【問10】令和５年12月20日に国のデジタル行財政改革会議から「タクシー・バス等のドライバーの確保、地域の自家用車・

　　ドライバーの活用」として、ドライバーになり易くする制度改正や地域の自家用車や、一般ドライバーを活かしたライド

　　シェア制度の創設、自家用有償旅客運送制度の改善などの今後の取組の方向性の案が発表されましたが、この内

　　容についてのご意見をご自由にご記入ください。

 　※発表の内容等は、「参考資料２－１」、「参考資料２－２」をご参照ください。

 【徳島県個人タクシー協同組合に持参】 徳島県個人タクシー協同組合にお越しの際に調査票を
 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　ご持参いただき、事務所の職員の方にお預けください。

 【F A X】 次のＦＡＸ番号あてにご送信をお願いします。

　　　　０８８－６２１－２８３２ （徳島県次世代交通課のＦＡＸ番号）

 【郵 送】 次の宛先にご送付をお願いします。

　　　　〒770－8570　徳島市万代町１－１　徳島県次世代交通課　山田あて

 【メール】 次のメールアドレスあてにご送信をお願いします。

　　　　jisedaikoutsuuka@pref.tokushima.jp（徳島県次世代交通課のメールアドレス）

タクシーサービスに関するアンケート調査票 （ 2枚目 / 2枚中 ）【個人タクシー事業者様】

恐れ入りますが、アンケート調査票（2枚）を以下のいずれかの方法により、ご返送いただけたら幸いです。

ーーー アンケートは以上です。ご協力いただき、誠にありがとうございました。ーーー

回答の期限：令和６年１月１８日（木）まで

(回答欄)

(回答欄)

(回答欄)

(回答欄)

(回答欄)

(回答欄)
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【交通】 

 

 地域交通については、人口減少等に伴う交通需要の減少とコロナ禍が相ま

って、タクシー・バス等のドライバー不足が深刻化するとともに、急増する

インバウンド観光や季節・時間帯等で変動する移動需要に的確に対応するサ

ービス提供の仕組みも不足している。また、自動運転・ドローン等の新技術・

サービスの社会的受容性が不足していること等から、これらの事業化にも遅

れがみられる。 

 課題発掘対話においても、「地域の限られたリソースを活用し、支え合って

移動の足を確保する仕組みが不十分」、「運転手の確保が困難」、「自動運転の

事業性が未知数」といった課題が挙げられた。 

 

（タクシー・バス等のドライバーの確保、地域の自家用車・ドライバーの活

用） 

深刻なタクシー・ドライバー不足を改善するため、ドライバーになり易い

制度に改める。 

具体的には、第二種免許取得に係る教習について、一日当たりの技能教習

の上限時間を延長するとともに、教習内容の見直しを行うなど更なる効率化

を図り、2024 年４月以降できる限り早期から教習期間を大幅に短縮していく。

また、道路運送法1に基づきタクシー・ドライバーになるために課せられてい

る法定研修の期間要件（10日）を撤廃し、研修の短縮を図る。さらに、タク

シー業務適正化特別措置法2に基づき、一定の地域においてドライバーの登録

に際して課されている地理試験について、2023 年度中に廃止する。加えて、

外国人のドライバーへの積極的な採用を可能とするべく、2024年４月以降に

行う第二種免許試験を20言語に多言語化して実施することを可能とする。合

わせて、違法な白タクの取締りを強化する。 

また、現状のタクシー事業では不足している移動の足を、地域の自家用車

や一般ドライバーを活かしたライドシェアにより補うこととし、すみやかに

タクシー事業者の運行管理の下での新たな仕組みを創設する。 

具体的には、都市部を含め、タクシーの配車アプリにより客観指標化され

たデータに基づき、タクシーが不足する地域・時期・時間帯の特定を行う。

そして、これに基づき、タクシー事業者が運送主体となり、地域の自家用車・

ドライバーを活用し、アプリによる配車とタクシー運賃の収受が可能な運送

サービスを 2024 年４月から提供する（道路運送法第 78 条第３号に基づく制

度の創設）。また、この制度の創設に向け、ドライバーの働き方について、安

 

1 昭和26年法律第183号。 

2 昭和45年法律第75号。 

Administrator
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　参考資料2-1　令和5年12月20日　デジタル行財政改革会議（第３回）　資料15　デジタル行財政改革 中間とりまとめ（案）（抜粋）
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全の確保を前提に、雇用契約に限らずに検討を進める。 

さらに、この新たな仕組みと合わせ、従来の自家用有償旅客運送制度（道

路運送法第78条第２号）について、移動の足の確保に係る地方自治体の責務

に照らして様々な障害があるとの地域の声を踏まえ、2023 年内から使い易い

制度へ大幅に改善していく。 

このため、同制度の適用対象となる交通空白地に夜間など時間帯の概念を

取り込み拡大するほか、対価の目安の引き上げ（タクシー運賃の約８割）や

ダイナミックプライシングの導入等を実施する。また、地域公共交通会議等

における協議において地方自治体の長が判断できるよう制度の改善を図る。

さらに、自家用有償旅客運送への多様な主体の参画を促すべく、運送の実施

主体からの受託により株式会社が参画できることを明確化する。 

加えて、道路運送法の許可又は登録の対象外の運送（無償運送）について、

アプリを通じたドライバーへの謝礼の支払いが認められることを明確化する

ことで、利便性を向上する。 

 上記の方策について、できるものから早期に開始し、実施効果を検証する

とともに、タクシー事業者以外の者がライドシェア事業を行うことを位置付

ける法律制度について、2024 年６月に向けて議論を進めていく。 

 

（自動運転の事業化） 

自動運転レベル４の社会実装・事業化を後押しするため、全都道府県で自

動運転に係る事業性の確保に必要な初期投資に係る支援の予算措置をした。

また、デジタルライフラインの全国整備の一環として、2024 年度よりデジタ

ル情報配信道3等の整備を進める。自動走行車両を巡る交通事故等に関する社

会的なルールの在り方について、専門家・関係省庁により検討を行う場を

2023 年 12月に設置し、2024 年５月目途で一定の結論を得る。 

さらに、道路交通法4、道路運送車両法5に基づく走行に係る審査に必要な手

続きの透明性・公平性を確保するための方策について、2024 年春に一定の結

論を得るべく、警察庁、国土交通省等関係省庁において検討を進める。検討

に当たっては、2023 年 11 月に発足した「レベル４モビリティ・アクセラレ

ーション・コミッティ」及び今後各都道府県に新設される「レベル４モビリ

ティ・地域コミッティ（仮称）」において行われる、個別事業における審査手

続に関する議論との連携を行う。 

 

 

3 デジタル情報配信道とは、車両走行の円滑性や安全性を高めるためにデジタル情報を道路インフラ

から配信するなど、ハード・ソフト・ルールの面から自動運転車の社会実装等を支援する道路であ

る。なお、デジタル情報配信道は、自動運転車の走行範囲に制約を課すものではない。 
4 昭和35年法律第105号。 

5 昭和26年法律第185号。 








